
 

1 

 

個人情報取扱規則  

第１章 総則 

（目的） 

第１条   この規則は、当社が保有する個人情報を適正に取扱い、個人の権利や利益を保護する

ための基本となる事項を定め、実践することにより、社会的信頼を得るとともに、企業活

動の質的向上を図ることを目的とする。 

２．「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下

「番号法」という。）に係る特定個人情報の取扱いについては番号法、番号法施行令、

番号法施行規則等の定めを優先して適用する。 

３．当社は特定個人情報の適正な取扱いのために番号法、個人情報保護法及び「特定個

人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」を遵守する。 

４．当社は特定個人情報の適正な取扱いのために社内規程として「特定個人情報保護管

理規程」を定め、その他諸規程とあわせて安全管理措置を実行する。  

５．当社は健康情報等の適正な取扱いのために社内規程として「健康情報等保護管理規

程」を定め、その他諸規程とあわせて安全管理措置を実行する。 

 

（対象）  

第２条   この規則は、電子化情報であるか非電子化情報であるかを問わず、当社で取扱うすべ

ての個人情報を対象とする。        

 

（定義）  

第３条   この規則における用語の定義は次のとおりとする。 

（１）個人情報 

生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画もしくは電磁的

記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識でき

ない方式をいう。）で作られる記録をいう。）に記載され、もしくは記録され、または

音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）を

いう。以下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの 

②個人識別符号が含まれるもの 

（２）個人識別符号 

次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、別紙１で定

めるものをいう。 

①特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、

番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 
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②個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当

てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的

方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者もしく

は購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または

記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行

を受ける者を識別することができるもの 

（３）要配慮個人情報 

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実そ

の他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに

特に配慮を要するものとして別紙２で定める記述等が含まれる個人情報をいう。  

（４）健康情報等 

心身の状態に関する情報のうち、個人情報保護法第２条第３項に規定する「要配慮

個人情報」に該当するもの（以下「健康情報」という。）及びその他の健康に関するも

のをいい、健康情報等に該当するものの例として、以下の各号に掲げるものが挙げら

れる。 

①健康診断にかかる情報 

②ストレスチェックにかかる情報 

③会社が法令または就業規則等に基づき、社員等の健康確保措置及び安全配慮

義務履行のために実施する、医師の面談結果、提出された診断書等の情報 

 （５）個人情報データベース等 

特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し

たもの及びこれに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより、特定

の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物で

あって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいい、利用方

法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして次のいずれにも該当

するものを除く。  

①不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、

その発行が法または法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと 

②不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、またはできたものであること 

③生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているもの

であること 

 （６）個人データ 

個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

 （７）保有個人データ 

当社が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提

供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、次に掲げるもの以外
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のものをいう。 

①当該個人データの存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体

または財産に危害が及ぶおそれがあるもの 

②当該個人データの存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、

または誘発するおそれがあるもの 

③当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他

国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国もしくは国際機

関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

④当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査そ

の他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 

 （８）仮名加工情報 

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情

報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して

得られる個人に関する情報をいう。 

①第１号①に該当する個人情報 

当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元

することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。） 

②第１号②に該当する個人情報 

当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符

号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えるこ

とを含む。）        

 （９）仮名加工情報データベース等 

仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易

に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引

その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 

（１０）匿名加工情報 

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の

個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報

であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。 

①第１号①に該当する個人情報 

当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元

することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。） 

②第１号②に該当する個人情報 

当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符

号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えるこ

とを含む。）       
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（１１）匿名加工情報データベース等 

           これに含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名

加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であ

って、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 

（１２）個人関連情報 

   生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報

のいずれにも該当しないものをいう。 

（１３）個人関連情報データベース等 

           個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易

に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引

その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 

（１４）本人 

個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

（１５）個人番号 

番号法の規定に基づき住民票コードを変換して得られる番号であり、当該住民票コ

ードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。 

（１６）特定個人情報 

個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号そ

の他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。）をその内容に含む個人情

報をいう。 

（１７）個人番号関係事務 

番号法に基づく個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限 

度で利用して行う事務をいう。 

 

（適用範囲） 

第４条   この規則は、当社の全ての取締役、監査役（以下「役員」という。）、及び全ての社員（以 

下、役員、社員をあわせて「社員等」という。）に対して適用する。 

 

（利用目的の特定）  

第５条  当社が個人情報を取扱うにあたっては、利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる限 

り特定する。 

２.当社が利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に 

認められる範囲を超えて行わない。 

 

（利用目的による制限） 

第６条  当社は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達
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成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない。 

２．当社は、特定個人情報については本人の同意の有無にかかわらず、利用目的の達成  

に必要な範囲を超えて利用しない。 

３．当社は、他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得し 

た場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目 

的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取扱わない。 

４．第１項及び第３項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。 

①法令に基づく場合 

②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を 

得ることが困難であるとき 

③公衆衛生の向上または児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき     

 ④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を 

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

（不適切な利用の禁止） 

第７条   当社は違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人

情報を利用しないものとする。 

 

（適正な取得） 

第８条   当社は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。 

２．当社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情 

報を取得しない。 

 ①法令に基づく場合 

 ②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を 

得ることが困難であるとき 

 ③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ 

て、本人の同意を得ることが困難であるとき 

 ④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂 

        行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当 

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき  

⑤当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法条５７条

第１項各号に掲げる者、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際

機関、外国において個人情報保護法第５７条第１項各号に掲げる者に相当する者に

より公開されている場合 
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⑥本人を目視し、または撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取

得する場合 

⑦個人情報保護法第２７条第５項各号において、個人データである要配慮個人情報の 

提供を受けるとき 

 

（収集・取得に際しての利用目的の通知等） 

第９条   当社は、次に掲げる利用目的に基づき個人情報を収集・取得する場合を除き、速やか

に、その利用目的を本人に通知し、または公表する。 

 ①当社が販売する医薬品等の適正使用に関する情報の収集及び提供 

②当社が販売する医薬品等の品質、安全性または有効性に関する情報の収集及び提  

供 

③医療情報、学術情報の収集及び提供     

 ④当社が取扱う製品関連情報の収集及び提供    

 ⑤当社が販売する医薬品等の納入先の把握及び管理業務 

 ⑥医薬品等の回収その他事故発生の際の情報収集、提供及び諸対応  

 ⑦官公署等への届出・報告  

 ⑧お得意様から受けるご相談、ご連絡等の内容の検討及び対応 

 ⑨番号法に基づく個人番号関係事務  

源泉徴収事務 

健康保険・厚生年金保険・国民年金第３号被保険者届出等関係事務 

雇用保険届出等関係事務 

確定給付企業年金・確定拠出年金・財形貯蓄等関係業務 

持株会関係業務 

報酬・料金等の支払調書作成事務 

不動産の使用料等または不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務 

⑩当社店舗における調剤サービス、販売サービス、クレジットサービスの提供 

⑪医薬品、化粧品を安全に使用していただくために必要な事項の把握 

（商品購入歴、副作用歴、アレルギー、併用薬、緊急時の連絡先等） 

 ⑫医療機関、薬局訪問介護ステーション、介護サービス事業者等との必要な連携  

 ⑬医療機関などからの照会への回答 

⑭ポイントカードの作成や購入額（ポイント）により景品などのご提供  

⑮調剤サービス、販売サービスや業務の維持、改善のための基礎資料   

⑯外部監査機関への情報提供 

⑰賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など 

 ⑱医療保険事務（審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保 

険者からの照会への回答など） 
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⑲受託業務の履行 

２．当社は、第１項に記載する利用目的を変更した場合は、変更された利用について、本

人に通知し、または公表する。 

３．第１項及び第２項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。 

①利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、 

財産その他の権利・利益を害するおそれがある場合 

②利用目的を本人に通知し、または公表することにより当社の権利または正当な利益を

害するおそれがある場合  

 ③国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を 

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより 

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合  

 

（個人データの正確性の確保） 

第１０条  当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内

容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去

するよう努める。 

 

（安全管理措置） 

第１１条  当社は、個人データの紛失、破壊、改ざん並びに漏えい等を防止するために、必要か 

       つ適切な安全管理措置を講じる。 

 

（社員等の教育・監督） 

第１２条 当社は、社員等が個人データを取り扱うにあたり、当該個人データの安全管理が適正 

に行われるように、当該社員等に対し教育・監督を行う。 

 

（委託先等の監督）  

第１３条  当社は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、当該個人データの 

安全管理が図られるよう、受託した者に対し必要かつ適切な監督を行う。 

 

（漏えい等の報告等） 

第１４条  当社は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確

保に係る事態であって個人の権利・利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保

護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めることによ

り、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告する。ただし、当社が、他の個人

情報取扱事業者から当該個人データの取り扱いの全部または一部の委託を受けた場合
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であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該

他の個人情報取扱事業者に通知したときは、この限りではない。 

２． 前項に規定する場合には、当社は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めると

ころにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が

困難な場合であって、本人の権利・利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置

をとるときは、この限りではない。 

 

（第三者への提供の制限） 

第１５条  当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、保有する個人デー 

タを第三者に提供しない。特定個人情報については本条の規定を適用しない。 

 ①法令に基づく場合       

 ②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を 

得ることが困難であるとき 

③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ 

て、本人の同意を得ることが困難であるとき 

 ④国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を 

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより 

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

２．  第１項にかかわらず、個人情報保護法第２７条第２項の定めに基づき、当社は医療用医 

薬品等の適正な流通を主たる目的とし、薬機法関連法規に基づく情報の収集・提供、

または取り扱う製品に関する情報提供のため、保有する個人データを次に記載する第

三者に対して提供する場合がある。ただし、保有する個人データのうち、要配慮個人情

報または第８条第１項の規定に違反して取得されたものもしくは他の個人情報取扱事業

者から個人情報保護法第２７条第２項の規定により提供されたもの（その全部又は一部

を複製し、または加工したものを含む。）を除くものとする。以下この項において同じ。 

①提供先 

・官公署  

・当社が取引している医薬品製造業者、医療機器製造業者 

②提供する保有個人データの項目 

・ご利用者の名称、所在地、役職、氏名、電話番号、取り扱う製品に関する情報 

③提供の手段または方法 

・電送および紙 

３． 前項に基づき、保有する個人データを第三者に提供する場合、前項に掲げる事項につ

いて、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、個人情報保護委員会に届け出る。 

４． 第２項について、当該本人が識別される保有個人データの提供を停止する事を希望す

る場合には、第３４条第３項に基づき、第三者への提供の停止を申し入れることができる。 
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５． 当社は、第２項に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、個人情報保

護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り

得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出る。  

６． 当社は、第３項による個人情報保護委員会に対する届出事項が同委員会により公表され

た後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、当該事項（変更があ

ったときは、変更後の事項）を公表する。 

７. 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、第１項から第６項の規

定の適用については、第三者に該当しないものとする。 

  ①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一

部を委託する場合 

  ②他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人データが提供される場

合 

  ③商品の適正な流通及びメディパルグループの効果的な経営・営業施策の立案や検討を

目的とし、情報を共同して利用する当社の親会社である株式会社メディパルホールディ

ングスおよび株式会社メディパルホールディングスの会社法上の子会社（会社法第２条

第３項）。 

   なお、共同して利用する情報の項目は、当社が保有するお得意様の名称、所在地、役職、

氏名、電話番号及び取り扱う製品に関する情報。 

   ・共同利用する個人データの個人情報管理責任者 

    かちどき薬品株式会社（住所や代表者の氏名は同社のホームページ 

（https://kachidokikk.co.jp/）の会社概要を参照のこと） 

  ④社員の福利厚生、または円滑な業務の遂行を目的とし、情報を共同して利用する当社

の親会社である株式会社メディパルホールディングスおよび株式会社メディパルホール

ディングスの会社法上の子会社（会社法第２条第３項）、関連会社。 

なお、共同して利用する情報の項目は、当社が保有する従業員の氏名、所属、役職、住

所、電子メールアドレス、電話番号、その他人事に関するデータ。 

・共同利用する個人データの個人情報管理責任者 

かちどき薬品株式会社（住所や代表者の氏名は同社のホームページ 

（https://kachidokikk.co.jp/）の会社概要を参照のこと） 

   ８. 当社は、前項③④⑤に規定する個人データの個人情報管理責任者の氏名、名称もしくは

住所または法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規

定する利用する者の利用目的または個人情報管理責任者を変更しようとするときはあらか

じめ、その旨について、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置く。 

９. 当社は、医薬品業界の市場データ作成に資するため、当社が安全管理措置を監督できる

データ会社に対し当社の販売情報を提供する。ただし、当該データ会社へのデータ提供

については、適切な処理を行い、個人情報保護法に抵触しない状態で提供する。 

https://kachidokikk.co.jp/
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（外国にある第三者への提供の制限）  

第１６条 当社は、前条第１項各号に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、外 

国（本邦の域外にある国または地域をいう。以下同じ。）（個人の権利・利益を保護する上

で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外

国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。）にある第三者（個人情報取扱

事業者に該当する者を除く。）に個人データを提供しない。ただし、外国にある第三者が

適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法第４章第１節の規定の趣旨に沿った措

置を講じている場合は、前条を適用するものとする。 

２． 当社は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、

当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情

報を当該本人に提供するものとする。 

３． 当社は、個人データを外国にある第三者（第１項ただし書きの措置を講じている者に限

る。）に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者

による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の

求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供するものとする。 

 

（第三者提供をする際の記録） 

第１７条 当社は、個人データを第三者に提供したときは、第三者提供に係る記録を作成する。 

 ただし、当該個人データの提供が第１５条第１項各号に該当する場合または同条７項各 

号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。     

 

（第三者提供を受ける際の確認及び記録） 

第１８条 当社は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則 

で定めるところにより、次に掲げる事項を確認する。ただし、当該個人データの提供が第 

１５条第１項各号に該当する場合または同条７項各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。 

①当該第三者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者（法人で 

ない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理 

人）の氏名 

 ②当該第三者による当該個人データの取得の経緯 

２． 当社は、前項に基づく確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定める事項に 

関する記録を作成する。 
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（個人関連情報の第三提供の制限等） 

第１９条  当社は、第三者が個人関連情報（個人関連情報データベース等を構成するものに限る。 

以下同じ。）を個人データとして取得することが想定されるときは、第１５条第１項各号に 

掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則 

で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供し 

ないものとする。 

        ①当該第三者が個人関連情報取扱事業所から個人関連情報の提供を受けて本人が識

別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られている

こと 

        ②外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合におい

て、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個

人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報保護のための措置その

他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること 

 

（仮名加工情報の作成等） 

第２０条   当社は、仮名加工情報（仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同

じ。）を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができな

いようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、

個人情報を加工するものとする。 

２． 当社は、仮名加工情報を作成したとき、または仮名加工情報及び当該仮名加工情報

に係る削除情報等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述

等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報を

いう。以下同じ。）を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なも

のとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のた

めの措置を講ずるものとする。 

 

（仮名加工情報の利用目的の制限・公表等） 

第２１条    当社は、第６条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第５条の規定に

より特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報（個人情報で

あるものに限る。以下同じ。）を取り扱わないものとする。 

２．  当社は、仮名加工情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している

場合を除き、速やかに、その利用目的を公表するものとする。 

３．  当社は、前項に記載する利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、

公表するものとする。 

４．  第１項及び前項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。 

①利用目的を公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権
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利・利益を害するおそれがある場合 

②利用目的を公表することにより当社の権利または正当な利益を害するおそれがある

場合 

③国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を公表するこ

とにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき 

④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

 

（仮名加工情報を利用する必要がなくなった場合の消去） 

第２２条    当社は仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなった

ときは、当該個人データ及び削除情報等を遅延なく消去するよう努めるものとする。 

 

（仮名加工情報の第三者提供の禁止） 

第２３条    当社は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報を第三者に提供しない。 

 

（識別行為の禁止） 

第２４条   当社は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられ 

た個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合しな

いものとする。 

 

（本人への連絡等の禁止） 

第２５条   当社は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便もしくは一般信書便 

事業者もしくは特定信書便事業者による信書便により送付し、電報を速達し、ファクシ

ミリ装置もしくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

記述を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。）を用い

て送信し、または住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その

他の情報を利用しないものとする。 

 

（適用除外） 

第２６条   仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人デ

ータについては、個人情報保護法第１７条第２項、同法第２６条及び本規則第３１条か

ら第３６条までの規定は、適用しない。 

 

（匿名加工情報の適正な加工） 

第２７条 当社は、匿名加工情報（匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同 

じ。）を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復
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元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定

める基準に従い、当該個人情報を加工する。     

       

（匿名加工情報の作成時の公表） 

第２８条 当社は、匿名加工情報を作成した後、遅滞なく、当社のホームページにおいて、当該匿

名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」を別に定める「匿名加工情報保護方針」にお

いて公表する。 

 

（匿名加工情報の第三者提供時の公表・明示） 

第２９条 当社は、匿名加工情報を第三者に提供するときは、当社のホームページにおいて、あら

かじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」及びその「提供

の方法」について別に定める「匿名加工情報保護方針」において公表するとともに、当該第三者に

対して、電子メールを送信する方法または書面を交付する方法その他の適切な方法により、当該

提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示する。 

 

（識別行為の禁止） 

第３０条 当社は、匿名加工情報を取扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた

個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等もしくは個

人識別符号もしくは匿名加工情報の作成において行われた加工の方法に関する情報を

取得し、または当該匿名加工情報を他の情報と照合しない。 

 

（保有個人データに関する事項の公表等） 

第３１条 当社は、保有個人データに関し、次に掲げる事項を本人の知り得る状態に置く。 

 ①当社の名称、住所及び当社の代表者の氏名 

②保有個人データの利用目的（第９条第３項①から④までに該当する場合を除く） 

③第１５条第４項、本条第２項、第３２条第１項、第３３条第１項または第３４条第１項、第２

項もしくは第３項の規定による求めに応じる手続（第３６条の規定により、手数料の額を

定めたときは、その手数料の額を含む） 

④当社が行う保有個人データに関する各種手続等に関するお問い合わせ先 

２． 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら

れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知する。     

 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

①第１項②の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな

場合 

②第９条第３項①から④までに該当する場合 

３． 当社は、第２項①及び②の規定に基づき、求められた保有個人データの利用目的を通
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知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。  

 

（開示） 

第３２条  当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ（第三者提供記録を含む。

本項と次項で以下同じ。）の開示（当該本人が識別される保有個人データが存在しない

ときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）を求められたときは、本人に対し、電磁

的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当社の定める方法により、遅

滞なく、当該保有個人データを開示することとする。ただし、開示することにより次の各

号のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。 

①本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害するおそれがある場合 

②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

③法令に違反することとなる場合 

２． 当社は、第１項の規定に基づき求められた保有個人データの全部または一部について

開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、または同項の規

定により本人が請求した方法により開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、そ

の旨を通知する。 

 

（訂正等） 

第３３条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理

由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除等（以下「訂正等」とい

う。）を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要

な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行う。 

２． 当社は、第１項の規定に基づき求められた保有個人データの訂正等を行ったとき、また

は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。 

 

（利用停止等） 

第３４条 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第６条の規定に違反して取

り扱われているという理由、第７条の規定に違反して不適正に利用されているという理由、

または第８条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人

データの利用の停止または消去（以下「利用停止等」という。）を求められた場合であって、

その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅

滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行う。ただし、当該保有個人データの利用

停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利・利益を保護するため必要なこれ

に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

２． 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第１５条第１項の規定に違

反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への
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停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是

正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止

する。ただし、当該保有個人データの利用停止等を行うことが困難な場合であって、本

人の権利・利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでな

い。 

３． 当社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第１５条第２項の規定に基

づいて第三者へ提供されることについて、個人情報保護法第２７条第２項第４号の権利

を行使し、当該保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止す

ることを希望するときは、この求めに応じ、第三者への提供を停止する。 

４． 当社は、本人から以下の各号の理由により当社が保有する個人データの利用停止等ま

たは第三者への提供の停止請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが

判明したときは、本人の権利・利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当

該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止を行うものとする。ただし、

当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止に多額の費用を要す

る場合その他の利用停止等または第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であ

って、本人の権利・利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この

限りではない。 

    ①当該本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合 

   ②当該本人が識別される保有個人データに係る第１４条第１項本文に規定する事態が

生じた場合 

    ③その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利または

正当な利益が害されるおそれがある場合 

５． 当社は、第１項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部につい

て利用停止等を行ったとき、もしくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、または

第２項の規定に基づき求められた保有個人データの全部もしくは一部について第三者

への提供を停止したとき、もしくは正当な理由により第三者への提供を停止しない旨の決

定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。また第３項の規定に基づき

求められた保有個人データの全部もしくは一部について第三者への提供を停止したとき

は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。 

 

（開示等の求めに応じる手続） 

第３５条 当社は、第１５条第４項、第３１条第２項、第３２条第１項、第３３条第１項または第３４条第

１項から第４項までの規定による求め（以下「開示の求め等」という。）につき、その申出先

として個人情報取扱窓口を設けるものとし、次に掲げる開示等の求めを受けつける方法

については別に定める。 

①開示の求めに際して提出すべき書面の方法、その他開示等を受け付ける方法 
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②開示等の求めをする者が本人または第３項に規定する代理人であることの確認の方 

法 

③第３６条第１項の手数料の徴収方法    

２． 当社は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定する

に足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、当社は、本人が容易かつ

的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報

の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとる。 

３． 開示等の求めは、未成年者または成年後見人の法定代理人、または開示等の求めをす

ることにつき本人が委任した代理人によって行うことができる。 

 

（手数料） 

第３６条 当社は、第３１条第２項の規定による利用目的の通知または第３２条第１項の規定による

開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 

 

（個人情報保護管理者） 

第３７条 当社が保有する個人情報の管理を統轄するため、個人情報保護管理者を置く。なお、

個人情報保護管理者は取締役の役職についている者とする。 

 

（個人情報保護管理者の任務） 

第３８条 個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関し、内部規程の整備、安全対策及び社

員等に対する教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底させることを任務とする。  

 

（教育） 

第３９条 個人情報保護管理者は、社員等に対し、個人情報にかかる個人の権利保護の重要性を

理解させ、かつ、個人情報保護の実施を図るため、教育計画を策定し、継続的かつ定期

的に教育・訓練を行うように努める。 

 

（監査） 

第４０条 代表取締役社長は、個人情報の管理の状況について監査を行うため、監査責任者を指

名する。 

２． 代表取締役社長は、監査責任者の監査結果に基づき、個人情報の管理について改善

すべき事項があると思料するときは、個人情報保護管理者及び関係者に対し、改善のた

め必要な指示を行うものとする。 

 

附則      この規則は、当社の取締役会の承認を得て、２０２０年１０月１日から施行する。  

立案者    総務人事部 
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制定者    代表取締役社長 

改定年月日 ２０２２年 ４月 １日 

２０２３年１０月 １日 

２０２５年 ４月 １日 

２０２６年 ４月 １日       

  


